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ＪＲ東海労幹関西地「申」第１５号

２ ０ １ ７ 年 １ 月 ２ ０ 日

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

新幹線鉄道事業本部関西支社

支 社 長 大 山 隆 幸 殿

ＪＲ東海労働組合新幹線関西地方本部

執 行 委 員 長 小 林 國 博

大阪第一・第二運輸所ダイヤ改正（行路・交番）に関する申し入れ

１月１３日、会社は、次期ダイヤ改正における「行路・交番他」を提示したが、乗務員

の安全・健康が確保されていない内容となっているため、以下のとおり申し入れる。

よって早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．運転士・車掌共通

①食事時間帯の労働外時間（食事・トイレ）を、４５分以上を確保すること。

②睡眠時間帯の労働時間外を６時間３０分以上を確保すること。

③日勤行路は９：００～１８：００で設定すること。

④日勤行路は、拘束１０時間以内にすること。

⑤休日前の退出は、１３時までに作成すること。

⑥品川駅泊の起床後の徒歩時分を労働時間とすること。

⑦拘束時間２４時間を超える行路の訓練指定をやめること。

⑧クルーの分割行路を廃止すること。

２．運転士

①食事時間は４５分以上を確保すること。

大阪第一運輸所（Ｂ３０５、３０７、３０９、３１５、３１８、３２０）

大阪第二運輸所（Ｂ４０３、４０５、４０７、４０８、４０９、４１１、４１２

４１３、４１７、４１８、４２０、４２２、４２３、４２４、４２５）

②睡眠時間は６時間３０分以上を確保すること。

大阪第一運輸所（Ｂ３０６、３０７、３１０）

大阪第二運輸所（Ｂ４０２、４０３、４１１、４１３、４１９、４２０、４２３）

③日勤行路は拘束１０時間以内の行路にすること。

大阪第一運輸所（Ｂ３１４、３２２、３２５）

大阪第二運輸所（Ｂ４２６）

④大阪第一・第二運輸所３組の居流し行路を泊行路にすること。

大阪第一運輸所（Ｂ３１３、３１４）

大阪第二運輸所（Ｂ４１５、４１６）
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３．車掌

①食事時間は４５分以上を確保すること。

大阪第一運輸所（Ｓ３１０５、３１０６、３１０７、３１０９、３１１０、

３１１２、３１１３、３１１４、３１１５、３１１６、３２１７、３３１７）

大阪第二運輸所（Ｓ３６０３、３６０４、３６０５、３６０６、３６１０

３６１２、３６１３、３６１４）

③睡眠時間は６時間３０分以上を確保すること。

大阪第一運輸所（Ｓ３１１８、３３１７）

③日勤行路の東京段落ち時間は２時間以内にすること。

大阪第一運輸所（Ｓ３１０１、３１０２）

大阪第二運輸所（Ｓ３６０１、３６０２）

④クルーの分割行路を廃止すること。

大阪第一運輸所（Ｓ３１１７、３２１７、３３１７）

⑤新大阪～名古屋「こだま」の車掌乗務は３人乗務とすること。

⑥準備時間を、発前・着後とも加算し、退出点呼は退出時刻の１０分前とすること。

⑦三島の着発からの徒歩時間を４０分以上とすること。

４．その他

①大一輸、大二輸の運転士交番周期を明らかにすること。

②乗り組み基準を小交番制から大交番制にすること。

③訓練の待ち時間は１時間以内とすること。

④大一両６時台発車の運転整備は着発指定とすること。

⑤乗務員待機室でのＤＶＤ放映をやめること。

以 上


